
介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

在
宅
育
児
応
援
手
当

　
　
　
支
給
事
業
の
ご
案
内

　
町
で
は
、子
ど
も
が
2
人
以
上
で
、特
に
子
育
て
の
負
担
が
大
き
い
低

年
齢
児（
0
〜
2
歳
児
）を
家
庭
で
子
育
て
す
る
世
帯
を
支
援
す
る
た

め
、在
宅
育
児
応
援
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。左
記
要
件
に
該
当
さ
れ

る
方
は
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、保
健
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

対
象
児
童
（
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合
）

　
①
南
越
前
町
に
住
民
登
録
を
有
し
て
い
る
生
後
8
週
か
ら
満
3
歳
未

満
ま
で
の
児
童

　
②
同
一
世
帯
内
の
第
2
子
以
降
の
児
童

支
給
対
象
者

（
対
象
児
童
の
保
護
者
で
あ
り
、次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合
）

　
①
南
越
前
町
に
住
民
登
録
を
有
す
る
児
童
手
当
の
受
給
者

　
②
対
象
児
童
を
保
育
所
な
ど
に
入
所
さ
せ
て
い
な
い
方

　
③
職
場
復
帰
を
前
提
と
し
た
育
児
休
業
給
付
金
を
受
給
し
て
い
な
い
方

　
④
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

　
⑤
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
方

　
⑥
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
方

　
⑦
配
偶
者
が
い
る
場
合
は
、配
偶
者
が
③
〜
⑥
を
満
た
し
て
い
る
方

　
⑧
市
町
村
民
税
所
得
割
合
額
が
５
７
，７
０
０
円
未
満（
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
施
行
令
第
4
条
第
2
項
第
6
号
の
特
定
教
育
・
保
育
給
付

認
定
保
護
者
に
相
当
す
る
世
帯
は
７
７
，１
０
１
円
未
満
）の
世
帯

支
給
額

対
象
児
童
1
人
当
た
り
月
額
1
万
円

支
給
期
間

��

支
援
対
象
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、支
給

す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で

■
申
請
先
・
問
合
せ　
保
健
福
祉
課　
☎
０
７
７
８-

47-

８
０
０
７

　
介
護
保
険
料
は
介
護
保
険
制
度
を
維
持
す
る
上
で
の
大
切
な
財
源
で
す
。保
険
料
を
納
め
な
い
状
態
が
続

く
と
、滞
納
期
間
に
応
じ
て
保
険
給
付
を
制
限
す
る
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
。そ
の
結
果
、介
護
が
必
要
に
な
っ

た
と
き
に
、ご
自
身
や
ご
家
族
の
金
銭
的
負
担
が
増
大
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
5
年
度
分
の
介
護
保
険
料
に
納
め
忘
れ
が
あ
る
方
は
、お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
︙

（
例
）��

老
人
ホ
ー
ム
入
所
で
毎
月
の
施
設
費
が
25
万
円
の
場
合
、介
護
保
険
料
に
2
年
以
上
未
納
が
あ
る
方
と
未
納
が
な
い

方
の
自
己
負
担
額
の
比
較（
通
常
の
負
担
割
合
が
1
割
の
方
の
場
合
）

保
険
料
の
未
納
が
な
い
場
合

保
険
料
の
未
納
が
あ
る
場
合

自
己
負
担
額（
月
額
）

２
５
，０
０
０
円（
25
万
円
の
1
割
）
７
５
，０
０
０
円（
25
万
円
の
3
割
）

■
問
合
せ　
保
健
福
祉
課　
☎
０
７
７
８-

47-

８
０
０
７

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド「
出
張
申
請
受
付
」を
行
い
ま
す
！

出
張
申
請
受
付
と
は
？

　
町
職
員
が
、ご
自
宅
を
訪
問
し
、無
料
で
顔
写
真
撮
影
お
よ
び
申
請
手
続
き
を
行
い
ま
す
。で
き
あ
が
っ
た

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、後
日
ご
自
宅
へ
お
届
け
し
ま
す
の
で
、役
場
へ
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

●
対
象
と
な
る
方

•
南
越
前
町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
方

•
役
場
に
来
庁
す
る
こ
と
が
困
難
な
方

•
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
初
め
て
申
請
す
る
方

●
申
請
に
必
要
な
も
の

　
①
本
人
確
認
書
類（
Ａ
の
書
類
1
点　
ま
た
は　
Ｂ
の
書
類
2
点
）

　
　
Ａ　
運
転
免
許
証
、身
体
障
害
者
手
帳
、パ
ス
ポ
ー
ト　
な
ど

　
　
Ｂ　
健
康
保
険
証
、介
護
保
険
証
、年
金
手
帳　
な
ど

　
②
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド　
※
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
職
員
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

※
申
請
か
ら
受
取
ま
で
1
か
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

■
問
合
せ　
町
民
税
務
課　
☎
０
７
７
８-
47-

８
０
１
５

7 2024�年�3�月号


